
公    告  

 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５項の規定により大

規模小売店舗の廃止の届出があったので、同条第６項の規定により、次のとおり公

告する。 

 

  平成２９年３月２８日 

 

                   熊野町長  三 村 裕 史  

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地  

（１）名称  

   ユアーズ熊野店  

（２）所在地  

   広島県安芸郡熊野町出来庭三丁目１番９号  

２ 大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計  

  ３，２１１㎡  

３ 大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計  

  ０㎡ 

４ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計が１，０００平方メートル以下となる日  

  平成２８年４月１日  

５ 変更する理由  

  閉店（解体）のため  

６ 届出年月日  

  平成２９年３月２４日  


